
 
 

 

 

復興庁・茨城事務所の閉鎖について 

 

 

茨城県内における復興事業の進展に鑑み、平成 30 年 3 月 31 日をもって、当庁の茨城事

務所を閉鎖することとしましたのでお知らせいたします。 

 

茨城に関する業務については、４月以降、本庁に引き継ぐこととし、本庁に「茨城復興

推進官」を設置するなど、引き続き茨城の復興への対応に万全の体制を継続することと致

します。 

  

【参考】茨城事務所の概要 

 ○所在地：茨城県水戸市北見町１－１１ 水戸地方合同庁舎４階 

 ○職員数：３名 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

    復興庁総括班 服部、田矢       

電話：03-6328-1111（代表） 
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平成３０年３月１３日 
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